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1．NISA（少額投資非課税制度）

今回のテーマ

2019年12月19日 ご参考資料

長期の資産形成を一段と促す「NISA」の改正案

12月12日、政府・与党は、2020年度の税制改正大綱を決定しま

した。企業への税制優遇や新産業の支援のほかに、個人の資

産形成を後押しする「NISA」についても、拡充する方針が盛り込

まれています。今回は、NISAがどう変わるのか調べてみました。
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NISA（ニーサ）とは、株式や投資信託などの売却益や配当金・分

配金に掛かる税金が、一定の条件で一定期間免除される「少額投

資非課税制度」です。モデルとなった英国の同様の制度「ISA」に、

日本版の「N」を付けた「NISA」という愛称で呼ばれています。個人

の資産形成を支援する仕組みとして、2014年に開始されました。

日本では、個人が投資によって得た収益に対し、通常は約20%

の税金が課されます。しかし、銀行や証券会社などでNISA口座

（非課税口座）を開設すると、1人あたり年120万円の投資枠が与え

られ、その範囲内であれば、投資をはじめた年から最長5年間の非

課税措置が受けられます。ただし、一度投資したものを途中で売却

しても、その枠の再利用はできないため、中長期的な投資に向い

た制度と言えます。

さらに、2018年には、新たに「つみたてNISA」が開始されました。

これは、少額からの長期・積立・分散投資を支援するための制度

で、年間の投資上限が40万円と、従来のNISA（120万円）よりも小

さい一方、非課税期間が最長20年間（最大800万円）と従来よりも

長くなっており、より長期の積立投資に向いた制度と言えます。

日興アセットマネジメン

トの新人。営業推進部

門に配属され、投信や

経済について勉強中。

長期の資産形成を目指す

上で有効な投資手法とし

て、つみたてNISAなどを通

じて積立投資を推奨する

動きが拡がっています。積

立投資は、投資タイミング

を分散させることで高値掴

みのリスクを抑えられること

や、投資タイミングを気に

せずに少額で手軽に投資

を継続できることなどが魅

力と言えます。

（次のページヘ続きます）
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2．2020年度税制改正大綱

税制改正大綱とは、翌年度の税制改正法案を決定するのに先

立って、与党が発表する税制改正の原案のことで、通常、毎年12

月頃に発表されます。政府が国会に提出する税制改正法案のもと

になり、この大綱に基づいて、翌年1月に行なわれる通常国会に

「税制改正法案」として提出されます。

与党が12月12日に決定した「2020年度税制改正大綱」では、

NISAの拡充・見直しも盛り込まれました。

つみたてNISAは、現行では投資可能期間（投資信託を購入でき

る期間）が2037年までとなっていましたが、これが5年間延長され、

2042年までとなります。積立投資の開始が遅れても、当面は20年

間の投資期間を確保できるように配慮したものです。

また、投資可能期間が2023年までとなっていた一般NISAについ

ては、2024年以降、「2階建て」とされる新制度に移行する方針が

示されました。つみたてNISAのようにリスクの低い投資信託などに

対象を限定した「1階部分」（年20万円）と、従来通り株式などにも

投資できる「2階部分」（年102万円）の2つの枠が設けられます。合

計は122万円と、現行より投資枠が2万円拡大します。

2階部分の投資を行なうには、原則として1階部分を利用した人の

みに限定しており、投資初心者を長期積立に誘導する仕組みと

なっています。なお、既にNISAで運用している人など、投資経験者

については1階部分での積立投資をせずに、2階部分で株式などに

投資できるようにするとされています。

投資可能期間の延長や新制度の導入は、長期の積立投資をより

強く推奨し、個人の安定的な資産形成を促進するための税制改正

と言えます。今回の刷新を通じて、NISAが投資初心者に一段と浸

透していくか注目が集まります。

また、投資対象商品が一部の公募株式投資信託とETF（上場投

資信託）のみと、従来より大きく絞られているのも特徴です。公募投

信においては、分配頻度やコスト水準が一定以下など、様々な要

件を満たすものに制限されており、長期・積立・分散投資に適した

商品を利用者が選びやすくする仕組みとなっています。

なお、つみたてNISAと一般のNISAは投資枠を併用できず、いず

れかを選択する仕組みとなっています。

今回の税制改正大綱では、

確定拠出年金（加入者が

自ら運用商品を選ぶ年金

制度で、運用益が非課税

となる）の掛金の拠出期間

の延長も盛り込まれました。

年齢の上限が従来の60歳

から、企業型は70歳まで、

個人型（iDeCo：イデコ）は

65歳までに延長され、老

後の資産形成のためのより

手厚い制度となります。

期間が延長された「つみたてNISA」と投資初心者向けの

仕組みを導入した「一般NISA」、どちらも長期の資産形成

をめざす仕組みとして活用できそうですね。


